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五月晴れの空に鯉のぼりが元気よく泳いでいます。こんにちは 中村です。みなさん、お元気でご活躍のこと

と思います。２０１０ＦＩＦＡワールドカップアジア最終予選の日程は、6/6 ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ対日本 6/10 日本対ｶﾀ

ｰﾙ 6/17 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ対日本の 3 試合となりました。①前からの攻撃的守備②遠めから相手の意表を突くミドルを狙

う③ゴール前でドリブルする④たまにはロングシュートを打つ⑤最後の最後まで貪欲にあきらめないでシュー

トを打つ。残りの試合、いい形で勝利し、ワールドカップ南アフリカ大会に参戦したいものです。ガンバレ日本！
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【重要】管理建築士講習・定期講習はお済みですか？ 
平成１８年の建築士法改正で、平成２０年１１月２８日から下記法定講習が義務付けられました。 

これらの講習を受けていないと、建築士事務所登録が更新・維持できなくなったり、また各事務所での所属建築士

としてのお仕事ができなくなりますので、お早めに講習をお勧めします。 

なお、それぞれ別の講習ですので、お間違えのないようにご注意下さい。              （中山） 

【管理建築士講習】 
建築士事務所を開設するには、管理建築士となる方が管

理建築士講習を受けていなければなりません。 
（要件） 

建築士免許取得後、３年以上の設計業務に関する実務経

験が必要

《ポイント１！》 

既に建築士事務所の管理建築士になっている方は、平成

２３年１１月２７日までに講習を済ませておく必要があ

ります。 

《ポイント２！》 

退職等で、従前の管理建築士が不在となる前に、上記講

習会を受けた建築士が常勤していることが必要です。後

任者が不在の場合は、その時点から３０日以内に建築士

事務所登録の廃業届を提出しなければなりません。

 

《講習と申込の時期》 

講習時間：1日(6 時間。うち最後の 1時間はテストあり。）

平成 21 年 8 月～平成 22 年 3 月の期間の講習は、 

平成 21 年 6 月頃の受付。 

【建築士定期講習】 
建築士（個人の資格）として業を行うためには、３年ご

とに各級別に定期講習を受ける必要があります。 
（要件） 

建築士免許取得者。建築士事務所に所属しているか否か

は問わない。 

《ポイント１！》 

既に建築士である方は、平成２４年３月末までに、定期

講習を済ませておく必要があります。 

《ポイント２！》 

以降、３年ごとに講習を受けなければなりません。 

 
 
 
《講習と申込の時期》 

講習時間：1日(6 時間。うち最後の 1時間はテストあり。）

平成 21 年 7 月～ 9 月の講習は、平成 21 年 6 月上旬、

平成 21 年 10 月～12 月の講習は、平成 21 年 9 月上旬、

平成 22 年 1 月～ 3 月の講習は、平成 21 年 12 月上旬に

受付予定 
実施講習機関：（財）建築技術教育普及センター：http://www.jaeic.or.jp/kk.htm（管理建築士講習） 

                       http://www.jaeic.or.jp/k_teiki.htm（建築士定期講習） 

申込受付機関：各都道府県建築士会、各都道府県建築士事務所協会 

 (東京建築士会)http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/（建築士定期講習）03-3536-7711 

 （東京都建築士事務所協会）http://www.taaf.or.jp/index01.html（管理建築士講習・建築士定期講習）03-5339-8288 

建設業Ｑ＆Ａ 
 

Q. 工事現場に掲げる｢建設業の許可票｣は、少額の工事や

下請工事でも掲示しなければなりませんか？ 

 

A.建設業法第 40 条第 1 項では、建設業者は建設工事の現

場ごとに、公衆の見易い場所に一定の標識を掲げる

ことを義務づけています。 

この規定には例外規定はなく、工事の大小、元請・

下請を問わず建設業の許可を受けた者が工事を行う

場合、標識の掲示が必要になります。 

標識の記載事項は､ 建設業法施行規則第 25条第 1

項で (1) 一般建設業又は特定建設業の別 (2) 許可

年月日、許可番号及び許可を受けた建設業 (3) 商号

又は名称 (4) 代表者の氏名 (5) 主任技術者又は

監理技術者の氏名と定められています｡   （山中） 

たけのこのおいしい季節です!！
 
４，５月はたけのこが一番おいしい時期です。 

 昔から食べられていたようで、古くは「古事記」にも

記述が見られます。栄養価は高くありませんが、うまみ

成分のもとともいえるアミノ酸の一種であるグルタミン

酸、チロシン、アスパラギン酸を含んでいます。 

  おいしいたけのこの見分け方としては、小ぶりで、ず

っしりしていて、皮が淡黄色でツヤが良く、切り口が変

色しておらず、みずみずしく白いものを選ぶのがポイン

トです。よく水煮たけのこの切り口に見られる白い粉は

アクではなく、アミノ酸の一種であるチロシンで、摂取

すると脳内物質のドーパミンが増加し、気力がアップす

る効果があることがわかっています。     （島根） 

 


